
京都市上下水道局告示第７０号 

地方公営企業法第３３条の２の規定により水道料金，下水道使用料及び農業集落排水処

理施設使用料の徴収事務の一部を委託することとしたので，同法施行令第２６条の４第１

項の規定に基づき告示します。 

平成３０年３月３０日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 山添 洋司   

１ 委託の相手 

京都市右京区梅津罧原町１６番地 

一般財団法人京都市上下水道サービス協会 

２ 委託の範囲 

  休日開閉栓作業に伴う水道メーターの点検 

  その他前号に付帯する事務 

３ 委託する地域 

京都市水道事業条例第１条の３に定める区域 

４ 委託の期間 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

（上下水道局総務部お客さまサービス推進室） 

 


